
別紙１

（仮称）第２期君津地域広域廃棄物処理事業に関する覚書（案）

 木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市並びに鴨川市、南房総市及び鋸南町

は、（仮称）第２期君津地域広域廃棄物処理事業に関する覚書を次のとおり締結

する。

 （趣旨）

第１条 この覚書は、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市並びに鴨川市、

南房総市及び鋸南町（以下「構成市町」という。）が（仮称）第２期君津地域

広域廃棄物処理事業（以下「事業」という。）を実施するに当たり、その基本

となる事項を定めるものとする。

 （連携・協力）

第２条 構成市町は、相互に連携、協力して事業を推進するものとする。

 （事業の実施）

第３条 事業は、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市が策定した（仮称）

第２期君津地域広域廃棄物処理事業基本構想での検討結果に基づき進めるも

のとする。

（費用負担及び精算方法等）

第４条 事業に要する費用については、構成市町が応分の負担をするものとす

る。

２ 事業の範囲、費用の負担割合及び精算方法等については、構成市町が協議

の上、別途定めるものとする。

 （補則）

第５条 この覚書の取扱いに疑義が生じたとき、又は、この覚書に定めのない

事項については、構成市町が別途協議して定めるものとする。

 この覚書の締結を証するため、本書７通を作成し、当事者記名押印の上、各

自１通を保有する。

平成３０年１２月２０日　君津市議会全員協議会報告案件　資料４（添付）
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木更津市

市 長  渡 辺 芳 邦

君津市

市 長  石 井 宏 子

富津市

市 長  高 橋 恭 市

袖ケ浦市

市 長  出 口  清

鴨川市

市 長  亀 田 郁 夫

南房総市

市 長  石 井  裕

鋸南町

町 長  白 石 治 和





















別紙３
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▼準備室開設（10/1）

　　　▼安房地域２市１町参加申入れ（10/17）

　　　　　　▼安房地域２市１町参加申入れ承諾（11/20）

　　　　　　▼覚書の締結

　　　▼負担割合協定書の締結

　　　　　　▼地域計画等策定業務委託（10/22）

　　　　　　▼地域計画提出（11/27）

　　　　　　▼交付金申請

▼交付金内示

　　　▼募集要領の配布（10/15）

▼民間提案評価委員会設置

　　　　　　▼民間提案書類の受付

　　　▼民間提案書類の審査

　　　　　　▼検討結果の通知・公表

予算計画 ▼債務負担行為設定の議決

▼整備運営事業者選定方法についての検討

▼整備運営事業者選定委員会設置

▼実施方針等の作成業務委託

　　　▼実施方針の公表

▼入札公告

▼民間事業者の提案の審査

▼優先交渉権者決定（建設候補地決定）

▼事業契約締結（建設地決定）

▼共同処理制度についての検討

　　　▼県との調整

▼協議会規約の議決

▼県へ届出

▼協議会設立

環境影響評価 ▼

循環型社会形成推進
地域計画関係

ＰＦＩ法第６条による
民間提案

整備運営
事業者選定

共同処理制度
（協議会）

（仮称）第２期君津地域広域廃棄物処理事業スケジュール表

H３０年度
（2018年）

H３１年度
（2019年）

H３２年度
（2020年）

君津地域４市及び
安房地域２市１町


